
地域景観づくり協議会 

東山区 祇󠄀園新橋景観づくり協議会 

～意見交換の概要～ 

 

（１）意見交換の対象となる範囲（地図は裏面） 

京都市東山区元吉町，末吉町の一部，橋本町の一部，清本町の一部 

 

（２）意見交換の対象となる行為 

  ① 建築物や工作物の新築，新設，増設，改築，移転若しくは除却，外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 

② 屋外広告物等の掲出 

③ 新たに営業行為を行う場合。業種・業態の変更を行う場合 

④ その他，祇󠄀園新橋の風情に影響を与える行為 

   

（３）意見交換の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構
想 

景観に関する手続きの際，協議会との意見交換の状況を記した 
 意見聴取報告書を提出してください。 

 祇󠄀園新橋景観づくり協議会事務局へ連絡 

（連絡先は景観政策課にお尋ねください。） 
・ まずは，建築主や事業主等から協議会へ連絡し，意見交換の依頼

をしてください。 

・ 協議会から建築主や事業主等へ，意見交換の方法や必要書類につ

いてお伝えします。 

・ 意見交換は，計画段階など出来るだけ早い段階で行っていただく

ことが望ましいです。 

計
画 

設
計 

 意見交換 

 

・ 意見交換は，祇󠄀園新橋で暮らし，事業を行うもの同士で，この風

情を守り育てるために，協力関係をつくることを目指しています。 

・ 意見交換は，月１回程度開催しています。日時，場所等について

は協議会からお知らせします。 

・ 協議会から指定された書類を用意し，事前に協議会へ提出してく

ださい。 



（４）協議会の概要 

祇󠄀園新橋は，洗練された町家が整然と建ち並び，美しい流れの白川や石畳，樹木などが

一体となって優れた歴史的風致を形成しており，昭和５１年に伝統的建造物群保存地区に

指定されている地区です。 

祇󠄀園新橋景観づくり協議会は，景観に関わる建築行為等についての事前協議活動や催事

等に係る活動等，地域的な共同活動を行うことにより，地域の景観づくりを進めることを

目的として活動されています。 

 

（５）計画書の概要 

地域景観づくり計画書では，祇󠄀園新橋を形づくる歴史的な町並み景観や地域まちづくり

等を紹介するとともに，以下の４つの将来像と目標を掲げています。 

⑴ 祇󠄀園新橋の文化の共有と継承 

⑵ 伝統的な建造物の維持，保全 

⑶ 品格ある建物の表構え 

⑷ 祇󠄀園新橋の風情を味わう空間づくり 

また，これらの将来像の実現に向け，「建物，工作物等」「屋外広告物等」「地域で商い

を営む際のマナー」に対して，祇󠄀園新橋の町並みへの配慮事項を定めています。 

ぜひ，計画書をお読みいただき，地域の景観に対する想いを感じてください。 

計画書は，景観政策課の窓口で縦覧し，ホームページでも公開しています。 

（http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000240574.html）。 

 

 

     協議対象地区        伝統的建造物群保存地区 

 

問合せ先 ： 都市計画局 都市景観部 景観政策課 ℡ 075‐222‐3397 
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